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質
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別
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を
送
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す
る
。 

内
閣
衆
質
八
四
第
二
〇
号 

昭
和
五
十
三
年
四
月
十
四
日 

衆

議

院

議

長 
保 

 

利 
 
 

茂 

殿 

内
閣
総
理
大
臣 

福 

田 

赳 

夫 

一 

 



 

三 

 
衆
議
院
議
員
木
原
実
君
提
出
新
東
京
国
際
空
港
公
団
の
航
空
燃
料
輸
送
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
関
係
地
域 

住
民
に
対
す
る
背
信
的
行
為
に
つ
い
て
の
疑
義
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
か
ら
五
ま
で
に
つ
い
て 

新
東
京
国
際
空
港
公
団
（
以
下
「
公
団
」
と
い
う
。
）
は
、
昭
和
五
十
三
年
一
月
二
十
日
に
千
葉
市
内
に
お
け
る

新
ル
ー
ト
を
含
む
航
空
燃
料
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
計
画
案
を
公
表
し
、
以
来
、
関
係
地
域
住
民
等
の
理
解
と
協
力
を

得
る
た
め
説
明
会
の
開
催
等
を
行
つ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
御
質
問
に
係
る
会
合
は
、
千
葉
地
方
裁
判
所

に
係
属
中
で
あ
る
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
工
事
差
止
請
求
事
件
の
原
告
等
に
対
し
、
新
ル
ー
ト
に
係
る
計
画
案
を
説
明

し
、
そ
の
理
解
を
得
る
た
め
に
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
公
団
の
関
係
職
員
が
出
席
し
た
と
聞
い
て
い
る
。 

ま
た
、
公
団
は
、
同
年
三
月
三
十
一
日
に
使
用
期
間
が
満
了
す
る
航
空
燃
料
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
の
千
葉
市
内
に

お
け
る
既
設
部
分
の
土
地
に
つ
い
て
当
該
部
分
を
撤
去
す
る
ま
で
の
間
引
き
続
き
使
用
許
可
を
受
け
る
必
要
が 



六
及
び
七
に
つ
い
て 

石
油
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
の
設
置
に
当
た
つ
て
は
、
そ
の
必
要
性
と
安
全
性
に
つ
い
て
関
係
地
域
住
民
等
の
理
解

を
得
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
り
、
政
府
と
し
て
は
、
公
団
が
関
係
地
域
住
民
等
の
理
解
と
協
力
を
得
ら
れ
る
よ
う

努
め
る
こ
と
に
つ
い
て
今
後
と
も
公
団
を
十
分
指
導
し
て
い
く
方
針
で
あ
る
。 

御
質
問
に
係
る
会
合
に
お
い
て
、
当
該
申
請
に
関
し
公
団
職
員
の
説
明
に
不
適
当
な
点
が
あ
つ
た
が
、
意
図

し
て
の
も
の
で
は
な
か
つ
た
と
聞
い
て
い
る
。 

あ
る
と
考
え
、
同
年
二
月
二
十
七
日
に
当
該
使
用
許
可
の
更
新
の
申
請
を
行
つ
た
と
聞
い
て
い
る
。 

右
答
弁
す
る
。 
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